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序

歳月の流れは早いもので、大東町が誕生してはや 25年が経ちました。それま

の開には多くの出来事があり、その中で私どもは営々として生き抜いてきまし

た。広い道路ができ、新しい橋が架かり、住宅や工場も殖え、生活条件や労働条

件も変わってきまし それに伴って生活様式も変わり、技術の進歩により

に過ごす事ができるようになりました。そして、昨年は町民待望の音楽や芸術に

触れることのできる文化会館や、心身ともにリブレツ‘ンュできる温泉館などが作

られ、人々の欲求や関心もそのような方向に傾いてきたのではなし寸=と感じて

ります。こうして、より良い生活をするために一生懸命働いてきた時代から、心

のゆとりを求める芦が大きく叫ばれ、余暇を楽しみ心の充足を求める時代

宇十字。、，--，'Q '--0 

歴史的分野においても例外ではなく、生涯学習が叫ばれる中、人々の「学ぶJ

とし、古う欲求も日増しに高くなってきました。 特に、我が町に存在する「史跡高

天神城跡」は、長年培われた郷土への愛着心とともに郷土のシンボルとしての思

いも高く、訪れる見学者も増加し、その関心の高さが伺われます。しかしながら、

その実態は依然不明な部分も多く、未整備のため城跡を歩いてもなかなか理解さ

れません。さらに、長年の浸食で地形が変化しつつあることからも、早急な保全

び整備事業が急務となっておりました O このような状況の中で平成 7年度には

保存管理計画を策定し、平成 8年度からは基本整備構想並びに基本整備計画の策

定事業に取りかかりまし

このたび、 3カ年の議論と検討の末、ょうやく整備計画が策定され、報告書発

刊の運びとなりました。高天神城跡を今までどおり大切に保存していく事には

わりありませんが、今後はこの策定報告書にのっとった整備事業を推進していく

所存であります。そして、誰もが親しめる町民憩いの場、歴史学習の場として史

跡が十分に活用されることを念じております。

尚、最後になりましたが、お忙しい中、遠方にもかかわらず度重なる委員会に

ご出席いただき、たくさんのご指導を賜、った専門委員、の先生方並びに町内各関係

の策定委員の皆様のお陰で刊行できましたことを、心より御礼申し上げます。

平成11年 3月吉日

静岡県小笠郡大東町長 杉浦 ?忠雄



例言

1.本書は、史跡高天神域跡基本整備計担j策定事業にかかわる策

告書である。

2. この事業l土、

となり、

8年度から 10年度にかけ~、

⑪静岡県の指導のもと、同町教育委員会

として実臆された。

主体

3. 構想⑪計画の内容については、史跡高天神械跡基本整備計画策定

委員会を発足し、恨百合:1丁つ

L1 ~この事業に関わる基礎調査は、株)地域計画建築研究所に委託 1し

り行った。
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本。革 備構想曲刊の目的等 I 

し構組。計画の目的

高天神城跡は、今川氏め時代 され、武田氏。徳川民の抗争の舞台となり、

、高天神社の境内地とし、て地元の人々によ

世の城郭としては遺ノ惜の保存状態が良く、

天王9年(1581)

って今日ま

となった。

られてき

豊富な歴史を持つ城郭史上貴重

しかし、鹿域以来約400年の歳月が

ると言えるむ

し、長年の風雨による により、これ

い保存方法では、し

、発掘調査等による

充分な布f究がなさ

し、なし、など

、一般見学者に

かりにくいため、高

されにくく、活用の面からも

までのような特に手

しまう恐れが出てき

は実施されておら

良い遺構までの見学路

山;協とし

1 

充分に機能していなv、といえる Q

このような高天神城跡を史跡とし

芦lを図ることが望まれている。すなわ

しみやすく理解しやすい史跡とし

形成の一助として活用すること

この基本整備構想。計画は史跡

を後世へ伝えることや幅広い活用

世に訴えるとともに、現代において広く活

を明らかにし、保存を図ト.安全で親

のシンボノレとなり、良好な居住環境

ている。

る基本的事]買を定めることにより、

ることを自合うとしている O

高夫神城跡全霊
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2.構想、・計画の構成と対象範囲

この構想・計画は、大きく高天神城跡の概要、基本整備構想、基本整備計画の 3

っから成る。(図 1参照)

「高天神城跡の概要j では、高天神城跡の沿革や現在の状況、縄張りと遺構の確

認、・評価、前提となる保存管理区分について整理している。

「基本整備構想」では、高天神城跡と城跡の環境としての周囲、六砦など関連史

跡を対象範聞とし、その整備方向を示している。(図 2参照)

「基本整備計画」では、基本整備構想を踏まえ、概ね高天神城跡を対象範囲に、

構想をより具体化した計画について述べている。

3.構想・計画の留意事項

この基本整備構想・計画は、平成 7年度に策定された史跡高天神城跡保存管理計

画を踏まえて策定されたものである。ただし、保存管理計画の保存管理区分につい

ては、当該構想、・計画の検討の過程で検討し定められたものである。

また、現時点では発掘調査等の遺構確認調査が十分実施されていないため、今後

の発掘調査等による新たな発見に伴い、必要があれば構想・計画の見直しが行われ

るものである。
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国 1 全体の構成
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構想@計画的対象範囲

，1、

4東

判丁

大

五長

l~i 

四I

図2

灘

。自由

(] nç附 ~2 間

同居間四回直情iwh四回醐蜘岨四

2説ある。

※関連史跡に関しでは六砦以外にも る。
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4 基本整備;i構盟 8 計画競定

この基本整備構想。計画i士、平成 8年度かもら、文化庁@静岡県の指導を得て、

東町が事業主となり、同教育委員会が事務屑として事業を開始し

初年度から史跡高天神城跡基本整備計百策定委員会を発足 L、平成10年度まで基

本整備構想 a 言十画につ¥/刊で問委員会 とめを行っ?と。町ではこの結

果を、史りlt高犬神域跡基本整備計画とし

当事業の経過概要につ、』て11.以下のとおりである。

(型跡高天神岡跡基本整備計画論定事諜経過概聖〉

日時

一十一一一一一一一一一
iわ

つ基本整備計画につい

。発掘調査現場視察(専門委員のみ)

." 



〈盟三跡高天神城跡基本整備計画措定委員会警告員名溝〉

i回T

Fhi 

歪さ

11 

常任委員長

iI 

フじ 議 員

力ユ 区 畏

JI 

n 

員 11 赤堀

E 
-~ 

f刀f l;;構梓口
土 地 所 有 者 l中刷判円H肉1I

J刀 内F梅海萄毎: 

岡町]丁先文化財保護護s審議会畏!大石

高天神州戦Eロマりンの叫里酎を峠育て吋る会鈴会技長引;問時Z井

11 崎

社会教育課長!

11 赤堀

土方区長

区長

区長

義博!下土方区長

津 |下土方区長

-1南天神社

説il雄 Ii高天神社

信夫

til 
正志 i事務

義雄 j事務局長

平成8" 9年度 社会教育係
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1 高実神城制lのj曜盟

(1) 今日

高天神械が築かれ

というのが通説となつ

ろでは、永11::10年(15

高天神域に在域し

lこぐ〉し、

し1る。 し均五し、 こ

前に、今川氏七代目に

いたことが確かめられる

H

」と

尉

な

門

実

衛
確

左
、一…島一

的

ノ

宥

国J
1
 

お

臣章一刀視

る

3

-

J

e

 

氏る

楠狭間

永禄11

家摩 の直前。日

も今)i I 

自

ら

降工作を行っており、この

Cコ川、 し、 の

Jコしγている。

再び目、 000の大軍を率いて青嵐峠を越え南下してき

を攻めることな白〈、そのころの家康が本拠としてい

は月 22日、浜松城に篭城していた家!奈は、{言玄によ

っ仁執の北方、三方ヶ原台地に誘い出され、打ちのめされている。

の翌年の天正元年 4月比日、信玄が病死。そ

られないようにと積極的に戦いを仕掛、けており、翌天王 2年 5月 o s月の高

天神域攻めもそれであったと考えられてしもる。

5月12日川勝頼が 000とも 00むともいわれる大軍で高天神域を包囲し

する高天神:域の兵は2~OOO。城主小笠原長忠は、浜松域の家時のもとに後詰を要請

する。報告をうけた家康は、勝額の軍勢の多さを聞き、同盟軍である織田信長に出

障を{衣頼している。

小笠原長忠の懸命な

追いこめられ、 6月11臼

111五時代

こうして、高天神械

のまま

元亀 2

I方の支域とはつ った恩賞として、

させてし、る。

OuOC仁}

もどってし可る。

にもかかわらすぺ 5月28日

は堂の尾曲輪も落とされてしまう G

、二の丸、三の丸に

ところが後詰は到着

せず、 6月17目、ついに長忠は開城に応じ

- J-l 



武田氏時代

高天神城は、こうして武田勝頼の領有となった。城番は当時若干21歳の横田甚五

郎予松であったが、更正ア年から、岡部丹波守長教に代わっている O

られた家康i士、天王、 2年 8月に馬塚械を、同 4年には横須賀械を築き、

高天神城攻めのための基地にしている。さらに天王 7"~ 8年にかけて高天神械をと

りまく形で、獅子ヶ鼻砦、中付城砦、能ノケ坂砦、火ヶ峰砦、三井山砦、小笠山砦

の「高天神六車l'Jを築いているつ

1車交番岡部長教は武田勝頼に筏荷の

いと勝一桶に連絡しており、結局、勝頼

して天正 9年(1581)3月22日、

なり、岡

し

円

円

「

J

(

e

 

横

な

討

監

さ

ら

輩

出

しし ¥1百と

は、その必要

箪監横田手松は、い

にし、南天神城 し?と。

る犬廃り、猿戻りの~取を通つ

る自

とし刊

し百る。

は:i!ii世城郭として使い

は高天神城

くしサこり、 間丁が発展す

し、横須賀城を近世城郭に用い

IJ "議院り〈横田甚五郎掠遵)
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20史跡指世に至った

('1 ) 史跡指定以前の研究と{謀、存

高天神城跡iコ:落域経廃城となっ

信塑性の高い拙自の古文書

は多く、それに対する研究も古く

特筆すべきものとして、増田

和10年)があり、その後、こ

天神の跡を尋ねて~ (昭和43，年)

もに|日城東村下土方の

高天神城跡の歴史の基本:的

内iこは昭和，半に、静岡

り

とし、寸模擬城川、

ため、記録類などはほとんど

L/d昔日分酌にでも言己3ztさ

.:::r:'" ''11-;，.，.. 
''-.0- ，1.-。

r '-r~~ h "i~~ ，コヲ、

ている古文書

子による『高

と勺た藤田

増匝又右衛門、氏、

土史家による

(昭

による『高

Y r 
'-

-""ノ F

E士¥、」ー

が言日し

ょう

はご1>クリート

d
J

可」

しカ4 し、こ

7月

は日召和294三に雷により

17司に静岡県指定見附となりる昭和43年12月201=1には県立

さらに、日E干n4'7年 8月J.OFJ 

この年までに城東村観光課などにより、説明

j京'案内等を設置している。

昭和平城東村と

施設、案

し、 大耳をIIJTヵ延去三し

得て実擁している。

9'-



(2) 指定闘の経緯とそ

昭和50年10月16日付けで高天神城跡は国史跡に指定さ

神城i士、室町時代に今川氏の築域になり、後に倍}11氏に居Jし

指定の理由は『高天

ある O 域防同士、

西 るi吹田民J二徳R)l氏:;(ア)攻

とする領土的支配の実態を知る

るばかりでなく、今川氏以来の

も重要であり、また、本丸以下の主要を

郭等が遺存し、中世 ~9~)! としての追っj清

範密は高天神社の所有する

もの

る。

る o~ とされてし 1 る O

の後、すでに焼先してし広つ

び持ち上がったが、国指定の

「鶴翁間 J (り再建問題 、地元の要望でた

という立:場から、 51:~実に基づかない藤満物の

は不可能ということで実現し1t:7Pつ

土砂崩落等の災害複旧工事以外には、特

がおこな

顕彰事業的

な整備 、案内板等の

1 

ら昭和54年に高天神城跡のレコード

め苓による

『高天神城

このよう

大東町教育委員会より

史跡の保存がなされてき

広島 いる。

表面JI草木処理による法面の修復
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表 1 現在までの現状変更等一覧

件数 年 度 年月日(付け) 内 $ 

昭和31年度 昭和31年10H7日 静岡県指定史跡となる。

昭和43年度 昭和43年12月20日 県立御前崎遠州灘自然公園に編入される。

昭和47年度 昭和47年8月10日 静岡県オリエンテーリングコースに指定される。

11 県費補助を得て、石窟崩壊防止工事(石積工・擬木格子工)・掲

示板 1・説明板4設置。

1 昭和48年度 昭和48年1月24S付11 現状変更許可申請書提出。県費補助を得て、駐車場 2ヶ所・

休憩所大 1・小 1・便所 2・遊歩道2，000m整備・案内板・ベ

ンチ設置。

2 昭和49年度 昭和49年1月18日付11 現状変更許可申請書提出。県費補助を得て、駐車場・休憩所

小 1・案内板・ベンチ設置・遊歩道改良。

昭和50年度 昭和50年10月16日 国指定史跡となる。

3 昭和50年12月20S 現状変更許可申請書提出。県費補助を得て、駐車場・便所 1

設置・遊歩道整備・防護柵10m設置。

昭和57年度 昭和57年9H2日 台風18号により帯曲輪付近が土砂崩れになる。

昭和57年度 昭和58年6月20日付け 文化財保存費補助金交付申請書提出(国庫)。

同年 10 ~ 13日~ 工事着手前にトレンチによる調査を 3ヶ所実施。

昭和59年2月22日まで 国及び県費補助を得て、復旧工事を実施。

4 昭和61年度 昭和61年12月6S付け 現状変更許可申請書提出。県費補助を得て遊歩道整備。

5 平成2年度 平成2年 5~ 11日付11 現状変更許可申請書提出。県費補助を得て井戸曲輪付近及び

遊歩道の土砂流出防止工事。排水設備を施し、ブロック積工

による工事で表面を擬木処理。(7月10日"'-10月30日に実施)

9月 文化庁調査官の指導により本丸下周辺精査し、柱穴らしきも

のを調査。

9月30日 台風20号により本丸下南側遊歩道土砂崩れ発生。

(申冨約5m、長さ約30m)

平成2年 10~ 4S村11 き損届・復旧届提出。山側を削り遊歩道を確保。

(10月12日"'-10月四日に実施)

平成3年度 平成3年 9月14S 台風17号によりコヶ月井戸付近土砂崩れ発生。

(幅約5m、長さ約10m)

平成3年9月24日付け き損届提出。

平成3年1U30日付11 復旧届提出。県費補助を得て、崩壊法面の修復及び表面擬木

処理実施。(平成3年10月12日~平成4年3月25日に実施)

平成7年度 平成 8年2~ 18 S 降雪で立枯れした樹木に重みがかかり倒壊、西の丸北側下、

二の丸へ通じる遊歩道が崩壊。(幅約7.1m、長さ約4m)

平成8年2月21S付け き損届提出。

平成8年度 平成8年11月18Si村 文化財保存事業費補助金交付申請書提出。国県の補助を得て、

H鋼と擬木で組み立て、盛土により遊歩道を回復。

(平成8年12月20日~平成9年3月25日に実施)

噌-
噌
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L 地理的特性

i士、 中央部より に位置しており、高天神社が建って

るo (1豆3いる地番問、、

この

っている。これJら

このフ

る。ここは、北，

り

層と比較的柔らかし

地層の傾斜の方向

Q 

出る

とな

i土、ある程度、組立し 1;'¥る丘陵がいくつか見られる付、

最高位に持つ鶴翁と呼称される山上に高天神城跡が存在す

⑩南〈と八手の葉のように台地が眠り出しており、 :11域自体も

さらiこ、この

が互屑をなし、 E互い層だけが浸食に負

層と土方泥砦丘陵

二や
C 

るく{噴き下がっている非対称な丘稜で「ケスタ地形」

と呼ばれている。

また、城跡内からは町内はもとより、小笠平野を一望し、 i妻:HI

でき、さらに、東方には牧之原台地も南端まで確認できる。

見蔀:すごと

高実神担jj，跡連軍航空斜め写真
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可
M
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図3 大東田位置及び属辺地形
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図5 主な樹木

ヤマモモ(常緑高木)
暖地の山地に生え、高さ約25m~こなる。
葉は互生し、長さ 6""'12cmの倒披針形。
4月頃開花する。

スダジイ(常緑高木)
暖地の山地に生え、大きいものは高さ
約30mにもなる。葉は互生し、長さ 6
""' 15cmの広楕円形。秋に堅果がなる。

ウパメガシ(常緑低木~高木)
暖地の海岸沿いの山地などに多い。
葉は互生し、長さ 3""' 6 cmの広楕円形。
良質の木炭の原料になる。

ヒノキ(常緑高木)
建築材として広く利用されている。高さ
は普通20""'30m、大きいものは50m

にもなる。葉は鱗片状で交互に対生。

-17-



3.周辺土地利用等

(1) 周辺土地利用

高天神城跡周辺の土地利用を見ると、西側は山林、その他は主に茶畑、回、畑な

どの農地として利用されている。(図 6参照) さらに外周部に目を向けると、北

東には、古くからの住宅の集積があり、北には上土方工業団地が造成され、一部に

工場が進出するなど工業用地として利用されている。

(2) 法規制

渡辺池を含む城跡周辺は高天神城跡県立自然公園に指定されている。(図 7参照)

自然公園は、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、

国民の保健、休養、教化に資することを目的にした自然公園法に規定されており、

都道府県立公園については、条例によって開発行為に制限が加えられている。

(3) 周辺開発動向

城跡東の麓に主要幹線道路と、遠州灘、大浜公園、高天神城跡、小笠山を結ぶ緑

道が計画されている。(図 8参照)

また、城跡北には上土方工業団地が造成され、既に一部に工場が進出しており、

その他の部分も今後工場の立地が予定されている。

(4) 景観特性

高天神城跡は北、東、南の三方に開け、周囲は茶畑、田畑が広がっており、周囲

からは茶畑越しに樹木に覆われ、こんもりとした独特の山容が良く眺望できる。(図

9参照)

城跡東を通る掛川・大東線、掛川・大東・大須賀線からも良く眺望でき、数回離

れた位置から、近づくに従って様々に変化する高天神城跡の姿が楽しめる。

遠くは、大東町役場展望台や六砦から、山々や平野を背景にした高天神城跡が眺

望できる。

周辺には高天神城跡の眺めを妨げる高層建築物などは現在のところ存在しない。

しかし、幹線道路沿いに広告塔が建てられたり、歴史的な雰囲気とそぐわないよう

な建物が建設されるなど、良好な景観が失われかけている箇所もある。

。。
唱

i
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9 景観特性
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4⑥大東町血総合計匝j

「大東町第三次総合計画」では、景観の保全@整備として、『小笠山にもみじ⑮

高天神城跡に梅@大浜公園には桜を植栽し、豊かな自然環境

る。(三山づくり事業団『大浜公園也高天神については、ハイキング。森林裕:。歴

史探訪を楽しめる地域であるため、この豊かな自治緑地の保全に努める。~ ~遠ナ1，1

大i主主主:菌、高天神、小笠山等の優れた緑地空間。白魚景観の保全に努め、工作

の設置や土地の改変等、優れた自然の風致:景観の現状を変更する行為に対じては

各地区の保護の必要性にJおじて適正な規制による指導を推進する o~ をあげている O

また、観光資源の整備と活用として『遠州灘海岸、大浜公園、高天神、小笠山等

と自然環境;景観の保全に務めJ快適な環境づくりを推進する ~ti大浜公園、

高天神.小笠山等をノレ」トノ;じした観光施設整備を推進する01文化財⑩伝統行事

φ 活用として『資料館を整備し、文化財行政の拠点として位置づけ、資料の

収集 s 研究⑤保管⑬展示公開を行い、

の調査・研究活動や保護活動を通じて~文化財の保護に対する

愛を培う精神を育成寸る。~ ti文化財の広報活動を推進し埋蔵

高 ν/、

の周

二仁

図り.理解を高める。~をあげている。

50iii冗活動

高天神城跡は、高

現在で、は地区住民ベJ高

とし ーの人々 てJ、....:J 臼 ら
ふ

叶 7
」

lLフ1"

の下草刈り

、土砂流出による遊歩道損

イア;舌動が千子われてし九る。

育てる会J

傷箇所の盛土による積極!日作業など様々なボラ

昭和61年10月には地元の人々によって「高

足した。高天神城跡にある高天神社のE王子全員

える。この会は、郷土の歴史 ι

国ロマンの里づくりを通じ日 愚に

業を展開している。会員の〈ルによって、歩道!苛辺への花づくりやスイセン@ウメ

の植栽などが行われている。さらに、このような通常の活動の他に、平成 3年 5月

12日には、高天神城を巡る戦いにおいて参加した武将や戦士の子孫、にあたる人々、

を招いて先祖の霊を供養する「今}11・武田り徳川ゆかりの末商の会慰霊祭」

を実殖しでわる O

ま?と、地元の土方地区では、土方区を良くする会主催による高天神域跡の歴史に

ついての教室@講座などが、生涯学習推進の中で開催されている。これには、歴

の専門家を講師に招き、近くの公民館などを会場として実施され、多くの参加者を

f尋ている。

お



6.周辺文化財

大東町内の、現在までに確認されている遺跡の分布状況を見ると、縄文@弥生時

代の遺跡は少ない。古噴時代後期になると、とくに佐東・中地区に集中して横穴群

が築造されている。

中近世の遺跡では、高天神城に関連する砦跡や武将の屋敷跡として、城跡周辺に

「長嶋河内館J" r萩原口砦 1⑪「握美源五郎屋敷J• r土方既官官J" r小笠原右京屋敷j

. r畑ヶ谷砦J• r星、)11砦J' r林/谷砦JQ r矢本山砦J・「被辺金太夫屋敷い「安威

砦い「惣勢山砦Jの存在が示唆されている。(図10参照) また、大東町域に範囲

を広げると、穂J11家康が築いた川、笠山砦jぺ能ヶ坂砦J" r火ヶ峰砦γ 「

山砦J" r三井山砦Jが存在する O これらは、隣接する小笠町の「獅子ヶ鼻砦j と

あわせ六砦と呼ばれている。(図11参照) しかし、いずれも本格的な調査は実施

されていないため、その全容は明らかにされていない。

お、隣接市町村(掛川市、袋井市、大須賀町、菊川町、浜岡町、小笠町)に'6、

掛川城、横須賀城をはじめ、文化財、!日跡は豊富に存在する。

2 大東聞及び周辺市回目すの城跡等

1 種思IJ 称
回
投

名
一
一
概域掛

所在地

掛川市掛川

凡1JU 重=国指定重要文化財 史z 国指定史跡、県・史=県指定史跡

市@史z 市指定史跡

参考文献 「静岡県内指定文化財要覧J 平成 6年 3月 静岡県教育委員会)
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図w 高天神城跡の位置及び!閤辺遺跡分布図

ニ1f乏プコ 称 名 称

~ 1 史跡高天神城跡 8 矢ヌド 砦 I 15 笹ヶ谷横穴群

2 渡辺金太夫屋敷 9 萩原口砦 16 火ヶ峰砦

3 小笠原右京屋襲: 。 10 長嶋河内守館 17 安威砦

14 細ヶ谷砦 11 大谷田古墳 18 惣勢山砦

5 星川砦 12 じようげん 1号墳 19 土方氏宣告

~ 6 畑ゲ'ノ合、 百w 唄ム品 じようげ 2号墳

7 林/谷砦 14 A百L出A ケ政，~岩ーレ

1 一 一一一一 一
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~1Î Iて砦位置図
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l第3節融山遺構
一一一一一一一…一一一一一一J

(1) 立地とt由形
高天神域跡は、東西二つの峰をそれぞれ中心にした嫡郭が中央

きな域域を形<勺?と、いわゆる「ー域別郭」

一般に:本丸(主郭)とされる東1I患の;最高所が 13JO~ 6rrl、現在、J 高

る西峰の主郭(この曲輪⑮百曲輪。丹波曲輪)の高さが12906m

しい高さである O

つ

等

て

座

ぼ

っ

。

鎮

ほ

よ

る

は

に

あ
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リ
「

官

h
v

4を

り④猿戻りとい

@東必南の三方が下小笠)1によっ

と主尾栂から

る宗主し

南北に伸

した祝日七尾根

開け

三F

」

と7/:勺 いる。

面し iと標~80m前後などの位置

このヲミ怖の屋地形は比高差101:11

にし とし

てきわめて

地表面

におよ

、尾根上の

吋

定〉。

i土

る狭義の
れ;古井-í~
(jノ!)Il:フ℃

されてし1る。

i土、東西約4叩 1乱、南北約400mの

よって、一部!日清が失われてし，、る

高実神城跡主景〈左:東i蜂
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(2) 縄sfi1りと遺構

登i戚路

。追手道

追手i董は東南の尾根筋に開いた道で、駐車場より下の麓の道は拡幅。舗装され、

また周辺も畑化が進んで大きく変貌している。山中の追手道述中に伝追手門とさ

る場所があり、追手門礎石とされる平板な石が 1、コ残されている。

追手門に面した西山腹の曲輪はー症の広さがあり、先端に士、塁を備えた曲輪

2段もっている O この先端土塁は谷対岸の派生尾根をかけ下¥Jてきた土患とセッ

トになって、水の手0)谷をい込む長大なゴヒ塁ラインの要所を占めてい

ここからわずかに登 dった追手道東側の伝着到櫓跡は、どの位置に櫓があった

を地表面から確かめられる痕跡は残されていない。また着至1)j閥、の名称は近世的で、

名称がどこまで遡るか問題がある。

ここから追手道は主尾根臨の西脇を登ったが、この結果、主尾根筋の曲輪群か

ら横矢を浴びる形となっていた。

o f~~手道

揚手道は二|七の谷に開いた道である。山麓までの部分は拡幅と舗装が行われ駐車

場が整備されて、旧情はうかがい知れない。しかし浅野文庫『諸国古城之図Jlr遠
江南天神Jではこの谷部を仕切る土塁ラインが明瞭に捕かれている。

山中の概手道はよく整備され、途中東峰につき当たったところに三島ヶ月井戸を

ることができる。岸壁からの湧き水が今も三ヶ月形の水溜まりをつくるc

O赤本毘ケ替わi 西鶴!こ至る

現在の主要登山口ではないためもっとも旧情を留めている。本:問 e 丸尾兄弟基

のある曲輪はこの道との接点に明確な虎口を備えている。

由輪

。本丸

御前曲輪北側に位置し、両者が一体となって主郭を形成した。西側jから南側に

かけて比高程の土塁がめぐる。地表面に掘建柱建物の柱穴がいくつも観察さ

る。

o ~却前曲輪

主郭南東部に位置する。本丸と呼ばれる部分との問に具体的にどのような区画

施設があったかは不明である。もと高天神社が北端に杷られていたため、 i品輸の

名称もそれに由来し
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O的場曲輪

本丸西下の大型の帯曲輪で、三方に比高20CID'"'-'30CIDの土塁がめぐる。的場の機

能に由来した名称だが、当時に遡るものかは不詳である。ここから北側斜面に回

り込んだ所に戦国期の域内牢の希有な例として貴重な大河内石窟がある。また的

場曲輪の南虎口の下の小曲輪で、多数の柱穴が地表面から観察できる。

O三の丸

小笠原与左衛門平とも呼ぶ。小笠原長忠が城主の頃、一族の小笠原与左衛門が

守ったことに由来するという。城域東端の要の曲輪であった。

O井戸曲輪

西峰と東峰を結ぶ鞍部の曲輪。西端に「かな井戸」と現在呼ばれる井戸がある。

O二の曲輸

西峰の主郭。二の丸、西曲輪、丹波曲輪とも呼ばれ、丹波曲輪の名称は天王 7

年(1579)'"'-'天正 9年(1581)まで城主であった岡部丹波守がここを守ったことに由

来するとされる。比高1.4mの大型土塁が北側にある。北側15m程下の曲輪も含

めて二の曲輪と呼ばれてきた。

O堂の尾曲輪

西峰北側に長く伸びた尾根筋の曲輪群を呼ぶ。天正 2年 (1574)6月11日付の大

井左馬充入道(高政)宛、武田勝頼書状 (W信濃史料』第14巻)に f塔の尾と号

する随分の曲輪乗っ取り候Jと見える曲輪がこの堂の尾曲輪のことと思われ (W高

天神城の総合的研究』小和田哲男 1993)、塔の尾が転読して堂の尾になったと

考えられる。

O馬場

現在高天神社がある西の丸から堀切を越えた南西にあり、犬戻り・猿戻りにつ

づいた曲輪であった。西峰の主郭背後を守る機能があったと考えられる。曲輪北

東の堀切を見下ろす斜面にある丸く土塁をめぐらした窪地は、武者隠しの一種と

考えられる。細長い形状から馬場と後世呼ばれるようになったと思われる。

O犬戻り・猿戻り

甚五郎抜け道とも呼ばれ、馬場から西へ尾根伝いに山塊へつづく細い尾根道で

あった。天王 9年(1581)の落城に際し、軍監横田甚五郎がここをったって落ち

延びたという。現在も道をたどることができる。
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(3) 西峰と東峰の新旧

西峰と東峰の最終的な遺構には、若干年代差がある。

東峰は、土塁も大きくなく、平面規模は大きいが単純な連郭で、虎口も複雑とは

いえない 1折れのタイプであった。このことより永禄@元亀年間に現在見られるプ

ランが定まったと考えられる O 天正2年(1574)の武田勝頼の攻撃を受けた頃は、こ

うしたプランが主体であったこととなる。

西峰は、横堀や土塁‘堂の尾曲輪先端の虎口などのプランから天王に画期のあっ

たプランと考えられる O 高天神械の東側斜面は天然の崖がつづき登坂不可能であっ

たが、西側斜面は比較的緩やかであり、これに面する堂の尾出輪i士、天正 2年の武

田勝頼の攻撃を受けた際、中 J心郭群の中では早い段階に陥落していた。このため天

正6年cl ~9 年 (1581)にわたってつづけられた攻防戦に備え

補強されたのが西峰の遺構群と位置づけられる。

東峰 の土嚢 西峰 の土塁
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(第4節保存管理区分

史跡高天神城跡の保存管理区分は、史跡の性格と現状を踏まえたうえで、以下の

とおりとする。(表 3参照)

現在、国から史跡指定を受けている範囲 (50，473rrf) については、史跡の保存及

び整備管理上必要なもの以外の現状変更は認めない。但し、この範囲はすべて高天

神社の所有地であるため、現在建てられている高天神社の建造物の建て替えは、そ

の同一場所において認める。この場合、文化財保護法に従い、所定の手続きを経る

ものとする。さらに、史跡の保存管理上支障がない限り、もしくは、史跡の遺構に

影響を及ぼさない限り、祭礼等神社に関する行事は今までどおりとする。(この範

囲をA地区とする) (図13参照)

次に国史跡指定地外の遺構の地域については、今後追加指定の措置を早急に講ず

る必要がある。また、今後、保存管理及び整備に関連する遺構確認調査や研究など

で、測量図や縄張図に表れなかった新たな遺構が発見されることも有り得るため、

新発見の遺構についても追加指定していく必要がある。指定後は、現在史跡指定さ

れている地域と同様の保存基準を適応する。(この範囲をA'地区とする) (図13

参照)

高天神城跡周辺の地域についても良好な環境を維持するため、景観保全、緑化等

について協力を求める。 (B地区とする) (図14参照)

六砦など高天神城跡に関連した史跡についても、すでに失われてしまった箇所も

あるが、保全が望まれるため、協力を求める。 (C地区とする) (図15参照)
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表3 保存管理の区分と性格・基準

区分 性格 保存管理基準

AI・現指定地 -史跡の保存及び整備管理上必要なもの以外の現

昭和50年10月16日国指定を 状変更は認めない。

受けた指定地 -現在建てられている高天神社の建造物の建て替

面積 50， 473rrf えは、その同一場所において認める。この場合、

すべて高天神社所有地 文化財保護法に従い、所定の手続きを経るもの

とする。

-史跡の保存管理上支障がない限り、もしくは、

史跡の遺構に影響を及ぼさない限り、祭礼等神

社に関する行事は今までどおりとする。

A' I・未指定地ではあるが、 Aと -早急に追加指定が考えれられる。

同等の遺構が極めて良好に .Aに準ずる保存管理基準とする。

残っている範囲。 -今後適当な時期に公有化を進める。

今後の発掘調査等で新たに

遺構が発見された場合、こ

れも含む。

B I・未指定地ではあるが、城跡 -景観保全に協力を求める。

の景観を保全するのに必要 -緑化等についても協力を求める。

な範囲。 -史跡保全に協力を求める。

C I・六砦など関連史跡を保全 -史跡保全に協力を求める。

するのに必要な範囲。

区分の範囲については次頁からの図に示した。

Cについては、遺構の位置のみを示した。

aaτ 
qδ 







囲内保存壇理匹対

※火ヶ蜂砦の位置に関して

関連史跡に闘しては六砦 にも

ある C

~ 

心。

-3'9-





f己弁需型二二二工二一-j

(竺竺竺一一
前章で述べたように、高天神城跡は城郭史上非常に貴重な史跡である O しかし、

本格的な調査が行われておらず、その実態が十分杷握されていない。また、このま

ま放置しておくと、雨水による浸食等により貴重な遺J;需が央われかねない。このた

め、城跡の調査・研究とその価値の伝承、遺構の保存が課題となっている。

またも高天神城跡は高天神社の境内地として住民の手により守られてきた。近年

は、械としての高天神城跡を理解し、保存@活用しようという思想に基づく活動

も活発に行われている。このように、地域のまちづくりに高天神城跡を今後一層い

かしていくことも課題と考えられる O

さらに、周囲を含めた環境は現在のところ良好であるが、開発

なく、既に六砦で起こっているような歴史滞境の破壊が起こり

ある O このため、事前に対処しておく必要

これらの課題を踏まえて、整備の

る

ない状況

下のように
..，. 
l_l 
~O 

、、na
，

寸寸引tCLLよιムム 全体的に遺構に関してはまだ未調査

大を行うにあたって、域の縄張り、

確にする心

も多く、今後整備や史跡範囲の

を絵図や文献、発掘調査等によって

2) 学術的にも極めて価値の高い

に、史跡範囲の土地利用を規制し、

を破壊することなく後世に引き継ぐた

を守るために必要な整備を行う O

3， ) 史跡保全を前提に高天神城跡のもつ歴史的。学術的意義を現代の人々に正し

く分かりやすい様に伝えることを目的として整備を行う。特lこ地域住民に

跡の重要さを理解してもらい、地域シンボルとして愛着をもって接することが

出来るよう整備を行う。

4) 史跡の周辺についても史跡の良好な環境を維持するために、影響を及ぼす範

函について、史跡を中 Jむとした景観のコントロールを行う。

5) 史跡の指定地外にある六砦跡などの関連史跡、に関しても、保全や歴史的勘学

術的意義を伝えることを目的としてのぞむ。

6 ) 史跡の活用を図るため、周辺市町村内にある高天神城跡と関連ある城跡等と

のネットワーク化を図る。
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~-;-五時 二
しゾーン別整備J隣組

(1) ゾー二

を踏ま仏、

(密15参照)

の競査対象範囲を大きく 3つのエリアに分ける。

①高天神城跡工リ

高天神城跡は調査心研究とともに、史跡を守りか伝え、親しめる場とし

備が望まれている。そこで迫力目指定予定地を含む史跡指定地(保存管理区分A十

A1に城跡への入り口部分を含めた範囲を高天神城跡エリアとする。

窃高天神城跡周辺エリア

高天神城跡エリアの外周部となる山裾や背後の尾ノ恨は、 11ト械と L-ての景観を保

全するためにi必要な区域(保存管理区分B) である。また、さらにその周辺は高

天神城跡からの良好な景観や高天神城跡を望む良好な景観が望まれる区域であ

る。この範囲を高天神城跡周辺エリアとする。

③関連史跡工IJ

など高天神城跡に関連する史跡(保存管理区分C) 望まれる

る。この範囲を関連史跡エリア Eする。

-42-



16 工lJ

:空J

ill 

五買
:'tf. 

資
同1

slJ 

L E '1: 5札口fQO

Q! i ~'GV] 2 rf{~ M iff，~ 

開明日l 酌 ~I'，I! 岨町田
回世~ 岡lliJJ.lDJl'IA廊剛醐阻!

〆ケ に関して;士、 2説ある G

関連史跡に闘しでは六砦 にも 台。

43-



このうち、高天神城跡エリアに縄張りを基本としたゾーンを設定する。(図17参照)

主な曲輪⑥遺構

工 l中!井戸曲輪 i東峰と西峰の鞍部

⑩御前曲

⑥帯曲

@二の丸 。尾曲輪

-西の丸 。馬場

。油曲輪

⑩井戸曲輪

市 l肝 i云二道を 中 心 と し た 区 域 下 一 一

ア i城ソニ L I J…， ， ι 十一

跡

一一一一一司~，~四一一一一一一一一」ー

-4¥4-

@的場曲輪

。大、河内石窟

⑨堂の尾曲輪





ゾーニ明日整備構想

①高天神城跡工Ij

;整備イメージ

高天神城跡工リ 徳川心武田

見晴らし

と、難攻不落の山械を実感でき

いがした来訪者憩いの蝿

o 天然の星雲害地にある城とその主郭の様、子を'伝える

LlJJ~からの見晴らしをい却した患い

。一 在いかした防iIEDプランを実感できる登城路⑪由輪

見輔らしをいかした憩いの場

。 を基本とする

ひ二の丸ソーン プランと撒しい合戦の様子在伝え

尾眼上見晴らしをいかした、 i霊構観察。酉III華南j署捜¥2ー

O井戸面輪、一 東西u嘩桂つなぐ遺構観察的場と来訪者への便益に供する

天然の聾害地;を提感できる登城路O ーン

'0 トラソスソ、、-Y 来訪者への僅益や情報提供に供する

。高東神城跡工IJ

調査。研究とともに、史跡; り、正しく 灼 く伝える整備と来訪者が親

しめる場としての整備が望まれる場である。高天神城跡は天然の要害地にある難攻

の山:械であり、徳川氏と武田i去の攻防の舞台となった。このことが域跡を訪れ

て実感できるような:場として整備を行う。また、見晴らしが良く、自然が豊かなと

ころであるため、これらをしゅュした来訪者憩いの壌として整備を行う。

O 

本丸、御前曲輪!の岡者が一体となり高天神域の主郭 していたn 現在地表

面に柱穴がいくつも観察されているが、高天神域の主郭はどのようなものであ

ったのかその解明が期待される箇所である G 東側は天然の要害地の特徴である

崖地が続いているが、樹木が生い茂っているため見晴らしの良さや、崖地の存

在が分かりにくくなっている O

これらのことから、本丸ゾーンは、天然の要害地にある城とその主郭の様子

をj云える整備を行う C ま?と、山頂からの見晴らしの良さをし市￥した来訪者憩い

の場として整備を行う。

崖地に囲まれた揚手道と違い、追手道は敵に横矢を浴びせる曲輪群を設ける

など、地形をし 1かした防御のためのプラン されたi高所であり、高天神城跡
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の特徴の一一つである O しかし、現在、

分かりにくくなっている。

が生い茂っているため、その様子

これらのことから、三の丸ゾーンは、追手道を登りながら、防御プラン

子がよく分かるように整備を行う。また、三の丸は南方面に見晴らしが良いま

とまった広がりのある場であるの」、

場として整備を行う。

らしの良さをし哨=した来訪者憩いの

Q困じた)丸ゾーヘ

O 

西の丸は西l峰の主事f)であり、本丸と同様

あるが、現在は高天神社の社勝、社務所

は掘切を介レて馬場がある。ここは

とi吏元が期待される箇所

勺仁いる O 西の丸から続く西側

らしをしゅ通した憩いの場として既に

整備されており、犬戻り@議戻りへと続いている O

これらのことから、西の丸ゾーンは現状の利用を基本として整備 フO

二の丸ゾーンに位置する堂の尾曲輪

き箇所である。天正 2年 (1574)の

は最も早い段階に陥落しており、天正 6

備えて、武田方l土、当時の築城技術の最高水準

いる。

の中でも最も注自

よって、中心郭群の

~.- 9 1:1三(の攻防戦に

つ仁蛍の尾曲輸を改修して

このように大変注毘 き箇所ではあるが、現在、堂の尾[出輸には整備され

た観察路はなく、これらの遺構を簡単に見ることはできない。

これらのことから、二の丸ゾーンは高度な防御プヲンの様子とそこから激し

い骨戦の様子が伝わるような場として整備を行う。

。西!陣i弔尾根ゾーン

百の丸より南iこ伸びた尾根線、に 2つの堀切、東側斜面にいくつもの腰曲

られる。水の手を確保する目的があったと考えられる。現在、整備され

察路はなく、これらの遺構を簡単に見ることはできない。また、尾根であるた

め本来見晴らしの患い場所であるが、樹木が生い茂り視界は良くない。

これらのことから、西峰南尾根ゾーンは、見晴らしをしゅミしつつ、遺構群を

観察できる場として整備を行う。

O井戸曲輸ゾーン

井戸曲輪は西峰と東峰を結ぶ鞍部に位置し、西容りにかな井戸と呼ばれる井

戸、がある。また、井戸曲輸の南側斜面にはいく巳つかの小曲輪が存在する。

現在このゾーンには、神社の鳥居や東峰と1西峰の中間とあって、四阿、 ト

レ、サイン、水飲:場などが設置されている O

これらのことから、井戸曲輪ゾーンは、東西峰の中間部にある遺構を観察で

きる場として、また来訪者への便益に供する場として整備を行う。

-48-



る登城路で

ある。浅野

ラインが?詰

F
F
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寸
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の要害地で

ょっら

を取り除きコ

A 
cYo 

たりは、来訪し、る

。

トラン

り口付近、現在駐車場が整備さ

供する場として整備を行う。

司、 5

J o~昌司三工ントラン

追手摘手道

者への

:整備イメージ

山械にしての最舗を作りよけtている周辺部在告のて景観在保全する

古らに周辺部では峨i協の需囲気を守り¥いかした差是観形成在図る : 

の周

ら

f子主

J.j、

、ー史跡第五回だけではなく、I-LF'f:居やj毛主投

り上げている O 。、'--， 

の雰回気

、周辺の開発 に伴い、

保全すとしてて広)

こ ¥1 ¥ 

l士、

り、

再三j

される。

辺エ ~i

の雰囲気i士、i

。捕手¥Y一、

;場選手道は周りを崖に固まれ、天然の要害地であることが良〈

る。神社の参道として良ぐ整備されており、途1二ドに三ヶ月井戸

『諸国古城之図JIr遠江高天神」では井戸や谷部を仕切る

かれており、防御遺構の解明が期待さ

倒木の可能性が高い樹木が溺手道脇

も崩壊の危険があり、対応が求められる。

ニれらのことから、揚手ゾーンは倒木の

ることが分かる登城路とし

高天神城跡 ~;t、山;弛である C

回と一体となって山城として

らる範囲、高天神:賊昨年

まれる。周囲には現在、

、Jへ♂川な景観

これらのことから、高

るとともに、その周辺部

I~! る O

③関連盟跡工IJア

i整備イメージ i 
置重な史跡を守主j、来訪者憩いの揚とする

、既に一部取り壊さ

を守り、来訪者憩

T

l

}

y

下
品

中

重貴一

に関連する

関連史跡ゾーンでは、
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2.環境整備構想、

(1) 遺構整備

地形 。天然の聖書;地にあるLU:臓の眺望の良さやj董地誌との特徴を

遺構 oj豊橋を保全し、特徴を分かりゃすくする

0)重構?を復元する;曙合は十対な調査

の城跡と直接関慌のぽいもの

時前置 F 目ー-------司-----拍--副明白-------~---置『弔問ー由晴樹園田町』白『園-----~------四-------------加--.町---司句句時__ __0 

高天神城跡は、 動きを察知する眺望にすぐれ、敵の行く手を組む崖が存在す

る天然の要害地にある域である。現在は樹木がうっそうと繁っており、眺望や崖の

存在が分かりにくい状態となっている O このため、山城の特徴である眺望の良さや

屋地などの特徴を見せるような整備を行う。

②遺構

高天神城跡には土塁や堀など多くの遺構が存在するが、長年の愚前により表土

流出するなど浸食を受けている。また樹木が密生し遺構の存在が分かりにくく、倒

木などによる崩壊の危険にさらされている。このため、遺構の保全と遺構であるこ

とが分かるような整備を行う。

特に興味深い遺構については、できるだけ正確な復元をめざす。この場合、十分

な調査を行い、遺構の形状、構法、素材等を確認した後、復元を検討する。完全に

当初の形で復元できない場合、やむなく他の材料、工法を使う場合、後世で手

ことが分かるようにしておく。

現在城跡内に城跡と直接関慌のないものも多く存在する

建造物や構築物、便益的なものを除き、基本的に撤去する。

動線整備

口

、同1 に関係する

O当時ーの道をできるだけ利用し、安全、快適に遺構在観察でさるようiこする

---------司-----明--_."--".-~国.- ---陶戸田-_.他国ーー---------【---~----------回------時担--町ーー______0司町四-----

現在、高天神社への参道を中心に圏路が設けられているため、一部遺構への/レー

トがなく、保存状態の良い遺構などが観察できない状態となっている。また、舗装

されている箇所もあるが、多くの箇所で表土が流出し、歩きにくい状態である。

そこで、国路については高天神城跡の遺構を観察できるよう、出来るだけ当時の

道を利用して設置する。圏路は一般用と研究用を設け、崖地など危険な個所は一般

見学者の立入を禁止し、研究用園路のみとする。一般用は幅広い利用者を想定した

上で、歩きやすく、安全性の高いものとし、かっ、遺構調査結果を踏まえた史跡に

ふさわしいものとして整備を行う。
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安全性に配慮して柵や手摺りを設けるが、必要最低限にとどめる。

見学ノレートを設定し、ルートを歩くことによって歴史や械の構造、築城技術等

理解できるようにする O

情報系整備

O サイン、 オメ一三13:::..' 、 ドマップによる体果的な情報提供在行う

--------地~------------園田--------------------司------四四回伊国ー--------------四 E 園田--------司 2 】ーー四日制哩

現在、 J情報系の施設としてサインが整備されているが、わかりやすさ、状態、今

後の遺構整備への対応を考えると、来訪者への情報提供としては不十分であると思

われる。

サインなどの設置の目的は、来訪者に対し、史跡の理解を助けることと、国

便益施設の位置などを案内すること、行動を規制することなどがある。ここでは、

この目的に対し、城跡内のサインだけで、なく、インフォメーション施設やガ

ップなども取り入れた体系的な情報提供を行う。

来訪者に対し、入城時に、高天神城跡の歴史や縄張りなどの概要をインフォメー

ションで伝え、域跡内では、体系的なサインによって遺構の解説や道案内を行う O

また、ガイドマップによってこれらを補足し、野鳥や植物などの自然といった史跡

の情報も提供する。

サインの最終的立内容、設置場所は、遺構調査結果を踏まえたものとし、

材質等のデザインは現場にふさわしいものを考える cガイドマップとの連携を留り、

サインの設置は必要最低限にとどめる O

また、城跡内だけでな〈、各手段(徒歩、公共交通機関、車)、各方面からの

訪者が史跡に難なくたどり着けるよう、情報システム

ド、マップにより関連史跡とのネットワーク化を図る。

図ったり、

施設整備

便益施設 。 高齢者まで幅い利用書の多犠利用を想定する

。設置に当たっては遺構の保全を第一

給排水腫設 O地形や遺構を保全する排水施設の充実在国る

電気臨設 。来訪蓄が安全に下山で苦る必要最小限の設備とする

-， -助制-----司句切回目。---伊一司守自由ーー--嗣町------四---司司ーー町民月

①便益施設

高天神城跡の整備が進めば、利用者が増加するとともに、幅広い年齢層が訪れ、

史跡観察のみならず、自然観察、散策など多様な利用がなされることとなり、現在

の便益施設では不足すると考えられる。このため、幅広い利用者と多様な利用に対

応した便益描設の充実が望まれる。

しかしながら、史跡内に史跡と関係ないものを設置することは望ましいことでは

ない。そこで、 トイレや四阿などの大型の便益施設の設置にあたっては、既存のも

寸
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(5) 修景整備

--ー-ーー幽ー幽幽-----------咽司ーー司ーーーーー司ーーーーー司・・ーーーー，ーーーーーーーーーーー---幽幽幽・-------------------司・・・ーー.幽・・--

O地形の保全のため、樹木の管理を行う

O四季折々の変化を楽しめるよう演出する

，--幽---------晴晴-----ー・司ーーーーーー---回幽幽ーー白幽由ーーーー--ーーー・ー幽ー・ー-ー也・・・・・・・・・・・・帽帽開司ー・周司ー司ーー肩関ー--ーーーー司罰----'

高天神城跡はウバメガシなどの常緑広葉樹に多くが覆われ、薄暗し、林床には地形

を安定させる下草が繁っておらず、急斜面などは崩れやすくなっている。また、斜

面際の大木が倒れることによって度重なる斜面の崩壊が発生している。このため斜

面の崩壊の予防策を講じるなど地形保全を行う。地形保全は樹林の管理によって行

うことが望ましい。やむを得ず手を加える場合、城跡の雰閉気を壊さないよう、材

料、工法に配慮する。

現在、城跡内には、ウメ、ヤマザクラ、カエデなどが散在し、四季折々の変化を

楽しむことができる。また、大東町第三次総合整備計画の緑化推進計画では、三山

づくり事業として、高天神城跡にはウメを植栽するとしている。

そこで、史跡としての整備・活用を妨げない範囲で、より四季の変化が楽しめる

ような整備を行う。

(6) 景観

O良好な環境を維持するため、条例化などを考える
0 ----ーー幽幽幽・・・・・・・・・ー・----同開明司司ーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーー・ーー岨盤国・ー・---

史跡の良好な環境を維持するため、史跡周辺の公共施設や民間施設を対象に、景

観の保全や誘導を図る必要がある。その方法として、土地所有者の了解を得て、史

跡を中心とした地域指定とノレールを条例として定めることなどが考えられる。

(7) 関連史跡等

申司ーー・・・・・--司ーーーーーーーーーーーーーー-ーー幽--圃.幽幽値幽岨・組曲幽幽・---------開閉司田ーーーーーーーーーー岨幽曲ーー・・・・--白幽幽--------ーーー

O可能な限り保全し、来訪者憩いの場として活用する

O情報整備によるネットワーク化を図る
B 

1______---・・ーーーーーーーーーーーーーー-.・・・・幽・・・幽--------------------ーーーーーーーーー喧ー幽岨岨幽幽----------------------~

六砦をはじめとする関連史跡については、可能な限り保全し、来訪者憩いの場と

して活用する。また、大東町周辺の中世の城郭なども含め、情報整備によるネット

ワーク化を図る。
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(第3節整備の進め方

1 .整備スケジ、ユール

O整備に際して、発掘調査など十分な遺構確認調査を行う

O発掘調査は整備効果の高い箇所から進める

O地形保全はできるだけ阜く対処し、必要な箇所には応急処置を施す

O遺構があるにもかかわらず、指定から外れている部分は早急に追加指定を行う

O圏路やサインの整備は各ゾーンの整備時に行い、必要があれば暫定整備を行う

O高天神城跡の周辺環境を維持する手だてをできるだけ早く実施する

O関連史跡の調査や保全・活用の検討を高天神城跡の整備に引き続き行う

ーーーーー周回ーー司明肩-伺帽回開閉開聞帽-----・・・・・幽幽ー・・ーーー値ーーーーーーーーーーーーーーーー司司ー司ー司ーーー・・ー-ーー開閉開閉・・・・・・岨幽ーーーーー明朝司-__1 

①遺構の調査・整備

整備を実施するにあたり、事前の遺構確認調査をせずに行うことは、極めて危険

であり、史実に基づかない誤った知識を与えることにもなりかねない。したがって、

地表面の遺構観察を経て、次に遺構確認、のための発掘調査が必要となってくる。発

掘調査とともに古文書などの文献の調査も必要不可欠である。

発掘調査は整備効果の高い箇所、すなわち築城技術の凝縮された箇所から順次進

めて行くこととする。

発掘調査や文献資料などによって得られた様々な資料を研究し、考察した中で、

その遺構の状況に合った、より良い復元や保全方法を検討し、設計・施工する。

発掘調査や整備にともなう樹木の伐採については、所有者等の了解を得て行うこ

ととする。

②地形の保全

史跡内には浸食により崩壊の危険が高い箇所がある。この様な箇所では、将来整

備を行うことを前提として、応急処置が必要である。なお、大規模な修理が必要な

場合は、事前に確認調査を行うこととする。

倒木の可能性の高い樹木などは早急に対処し、樹林の管理もできるだけ早く行う

ようにする。

排水溝など雨水処理に関わる整備は基本的に闇路整備にあわせる。

③追加指定

高天神城の遺構がすべて国指定史跡として網羅されているのではなく、遺構があ

るにもかかわらず指定から外れている部分があり、これは縄張図からも明らかであ

る。これらの地域のほとんどが、現在、私有地であることから、将来、開発等の可
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能性があり、この部分が削平されると城跡の全容が不明確となり史跡としての正確

さを欠いてしまう。また、来訪者に誤った知識を与えることにもなりかねない。し

たがって、早急に地権者の合意を得、追加指定を行う。

また、今後の発掘調査や研究などで、縄張図にあらわれなかった新たな遺構が発

見された場合においても追加指定を行う。

追加指定後は土地の公有化を図る。

④動線などの整備

園路は各ゾーンの整備にあわせ、遺構確認調査を経て整備する。ただし、園路の

状態が非常に悪い箇所などは暫定整備を行う。

サインについても発掘調査の結果を踏まえ、各ゾーンの整備にあわせ設置するが、

主要な遺構については、来訪者の便宜を図るため暫定整備を行う。

また、発掘調査等の成果がある程度得られる時期に、インフォメーション施設を

整備する。

ベンチの設置やトイレへの電気の引き込みなども早急に対処したい。

⑤景観施策

史跡及び関連史跡の景観調査を実施し、特性を把握した上で、良好な景観を維持

するための手だてを検討する。土地所有者、地域住民の了解を得て、条例等を設置

することなどが考えられる。周辺の開発も進んで、おり、早い時期での対処が望まし

し、。

⑥関連史跡等

高天神城跡の整備に引き続き六砦など関連史跡の調査を行い、保全や活用につい

て検討する。

2.事業手法

O国・県の補助事業費を柱に整備を進める

O地域参加を図りつつ整備を進める

-・・・・岨圃白幽曲箇箇ーー・幽________.J

整備を進めて行くにあたっては、文化庁の補助事業費を柱に、その他の事業費を

有効に組み合わせて導入する。その際、事業費の性格によって史跡整備が左右され

ない様、充分注意して計画を立て事業に望む。

また、発掘調査や整備はできるだけ地域住民の参加を図りながら進める。また、

庁内の関係各課の連絡調整も密に行し、ながら進める。
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ー五戸理一
。p円和学習のための施策在行い、虫館lの活用を図

O行01域(J)晴樹附7こt務 Iアよる管理運営在行う

目白削明--司自由凶._----・1 司町.~-~-----司-----ー白----------~---回目-----蜘悼均四..-恒~ - - --目叫四一-~------柳町 E 司________d

(j)置理i墨瞥

と、来、訪者に気持ちよく史跡を利用してもらうために、遺構や施設、

樹木の管理や清掃などを行う。

また、周辺市町村aも含めた歴史 ;-' 

ピデ、オの作成、見学会。学習会の実施等、

史跡の活用を図る。

②置理i璽暫の体制

ットワークを図る紹介マップやPR

々な PRや学習のための描策を行い、

現在、商天神城跡 @管理やPR-啓蒙活動は、すで、に述べたように:地域住

民の協力を得て行っている。今後も史跡を継続的に管理@運営し、地域のシンボル

としていくためには、ボランティアなど地域住民の積極的な参加が必要不可欠と考

えられる。照辺の関連文化財を含めた調査・研究に対しでも、同様である。

まずこ、このためには、史跡の保存。整備とともに、それを守り、継承していく人

材を地域で育成していくことも重要である。

-56 



二二J基本整(繭計百4輩

¥ 

竺1節 整備計図

遺構整備計画

O本丸ゾーン 王黙の霊害地にある域とその主郭の様子を怯えそ5揚
山]彊からの見晴らしをいかした憩いの揚

可申r

山城の特徴である眺望の毘さの確保と、崖を見世ミ5
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i霊構の保全と眺望の問、さを確保する

。二の丸ゾーン 高農な防縮プランと激しい合戦の操子を伝える場 i 

" 武田方の防櫛の仕組みが良く分かるよう譲先する

。西峰南曙根ゾーン 屠堀上の見晴らしをいかし花、遺構観察の揚 i 
市

選;構を保全、分かりやすくし、眺望の民吉在確保する t 

o井戸曲輪ゾーン 東西tl産をつぐ遺構観察の環と来訪者への穫益に供する揚;
軍 ;

遺構を保全し、分かりやすくする : 
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地形については、天然の要害地にある山城の眺望の良さや崖地などの特徴を見せ

るため、視界を遮っている樹木や崖地を覆っている樹木の枝打ちゃ間伐を行う。

次に遺構のうちの曲輪(平場部分)であるが、その存在を分かりやすくするため

曲輪内や周辺の樹木を間伐する。復元を目指す曲輪では、強めに間伐し、表土流出

箇所は、往時の地盤面を再現するとともに、地被植物で透水性を確保しつつ表面を

保護する。

遺構のうちの土塁や堀は、その存在や形状を分かりやすくするため樹木を伐採す

る。しかし完全に伐採すると法面などの環境が変化する恐れがあるので、枯損木な

どの危険性のある樹木を中心に間伐や低木類の伐採を行う。復元を目指す部分は、

往時の形状を再現し、場合によっては地被植物で表面を保護する。

なお、最終的な復元・保全の判断や復元する場合の方法は発掘調査結果を踏まえ

て行う。

建築物などについては、発掘調査結果などをもとに将来検討する。現在ある柱穴

や今後発見される柱穴は、検討が行われている問、埋め戻しゃ植生管理を行うこと

により保護し、解説や注意を促す表示を行う。

高天神城跡からの眺望(本丸)

表土の流出し疋曲輪(御前由輪)

.崩壊しつつある土塁(本丸)

oo 
FD 

崖地(本丸東斜面)

スギ・ヒノキが茂る曲輪(腰曲輪)

柱穴(的場曲輪南)



天然の要害地にある城であることが分かるよう、眺望を確保し、崖地の存在を明確

にする整備を行う。また主郭としての様子を伝えるため.土塁などの遺構は復元を目

指し、後世に築造されたものなどは取り除く。

。現状と課題

御前曲輪

。表土の流出が激しく九地盤高の回援や:;宝穴の保全が課題。

@東方面への眺望の良いところだが、樹木により視界が遮られているo

o 西側には土塁が巡っているが、崩壊が進んで、いる。

9 模擬天守関の土台や高架水槽がある。

-貴重な松化石が存在するが露出しており保全が望まれる。

的場曲輪、 t嘩曲輸など

⑨ J植林されたスギ、ヒ/キにより曲輸の存在が分かりづらい。

曲輸には土塁があるが、崩壊が進んでいる。

。東や北斜面の屋地は要害地の特徴であるが、樹木に覆われ、確認、しづらい。

⑩大河内石窟

本丸全霊童

ある'"、 ある。

。整備方向 (図18~ 19参照)

{蕗前曲輪

。客土により地盤高を回復し、芝などで、透水性を確保しつつ表面を保護する。

。東方面、への眺望を確保するため樹木の枝払い、間伐を行う。

@西側の土塁を復元する。

む模擬天守閣の土台を撤去する O 高架水槽は移設できなし1カミ検討する。

を保全しつつ、観察できるよう工夫する。

的j君臨輪、腰曲輸など

。土塁を復元、スギ、ヒノキを間伐し、曲輪であることが分かるようにする o

e 東や北斜面の樹木を間伐し、屋地が史跡周辺から確認できるようにする 0

.大河内石窟はデザインに配/意した柵mに変更する。

。木戸柱穴に表示をし、注意を促す。

G
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0三の丸ゾーン

地形をいかした追手道を防御する仕組みがよく分かるよう、土皐などの復元や曲

輪と追手道の関係を確認できるような整備を行う。また、山城の特徴としての見晴

らしの良さを確保する。

O現状と課題

三の丸

・一部表土が流出しており、地盤高の回復が課題である。

・曲輪内にツツジなど低木が植樹されており、曲輪内の見通しが悪い0

・周辺部には土塁が巡っているが、崩壊が進んでいる。

-外周に樹木が密生し、眺望が遮られ、追手道との関係が分かりづらい。

帯曲輪、着到櫓、伊賀曲輪、池由輪など

-植林されたスギ、ヒノキにより曲輪の存在が分かりづらい0

.追手道や三の丸との関係が分かりづらい。

その他

・北や南斜面の崖地は天然の要害地の特徴の一つであるが、樹木に覆われ、

確認、しづらい。

三の丸全景 着到櫓

O整備方向 (図18・19参照)

三の丸

・客土により地盤高を回復し、芝などで透水性を確保しつつ表面を保護する 0

.周辺部の土塁を復元する。

-曲輪内の低木を伐採し、見通しを良くする 0

・外周の樹木を間伐し、南方面への眺望の確保と三の丸と追手道との関係が

分かるようにする。

帯曲輪、着到櫓、伊賀由輪、池曲輪など

・曲輪内のスギ、ヒノキを間伐し、曲輪の存在が分かるようにする。

-追手道との関係が分かるよう、追手道と曲輪との聞の樹木を間伐する。

その他

-北や南斜面の樹木を間伐し、崖地が史跡周辺から確認できるようにする。
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。自の丸ゾーン

西の丸の西側には掘切や堀がいくつもあり、これらを保全する。また馬場は見晴

らしのよいところであり、眺望を確保する。

。 課題

西の

。現在高天神社の社殿.社務所が建っている。

との問に堀切、

馬場

。南には眺望が確保さ いるが北側

fコ

む土塁、
b ず

〆ヘ
0，.<' 0 

ゆ南側と同

り、 、る。

より ら才Lてし、もる。

を』 を確保するため樹木
、
L
1

・vv 
T_ .1'-'" 
{t'イ了ワ。
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武田方が、当時の築城技術の最高水準を持って改修した曲輪である。防御のため

の仕組みがよく分かるよう、土塁や堀の復元や堂の尾曲輪と西側の堀との関係など

遺構相互の関係を確認できるような整備を行う。

。 課題

撃の属曲輸及 囲

@堀切、横堀、竪堀、 i土塁など多数あるが、崩壊が進んでいる。

茂っているため、遺構相互の関係が分かりづらい。

。ニ|ヒ先端i立、眺望の良いところであるが、樹ー木によって視界が遮られている。

)翠臨輸

-植林されたスギ、ヒノキにより曲輪の存在が分かりづらい。

の崖;地は天然の要害地の特徴の一つであるが、樹木に覆われ、確認

しーづらし可。

堂の属曲輪金景 掘切

撃の屠曲輪西側の掘 二の丸主景

O整備方向 (図18• 

堂町尾曲輪投びその園田

む周囲の堀切、横;堀、竪堀、土塁などを復元する。

。周囲の樹木を間伐し、遺構相互の関係が分かるようにする。

@北端から揚平方面への眺望を確保するため樹木の枝払い、間伐を行う O

尾曲輸な

内のスギ、ヒノキを間伐し、世i輸の

。東斜面の樹木を間伐し、崖:噛が揚平道

-62 
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。西d嘩南尾根ソーン

の手を確保する遺構群を保全し、その様子が分かるようにする c また、尾根上

の見晴らしの息さを確保する c

。開)1(' 課題

⑬尾根上に掘切が二カ所、東斜面に小さな曲輸がしちくつか存在する。樹木が

り、分かりづらく、崩壊も進んで、いる O

⑥尾根j二は眺望の良い箇所だが、樹木が茂り、視界が遮られている O

⑥東斜面の崖地は天然の要害地の特徴の一つ、であるが、樹木に覆われ、確認、

し..-jらし、。

。整備方向 (函18参照)

⑬尾根上の眺望を確保するため、尾槙周辺の樹木め枝払い、間伐

。掘切、曲輸を保全する。また曲輪とその周囲の中低木を伐採し、曲

ることが尾根上から見て分かるようにする O

o 東斜面の樹オミを間伐し、 j室地が追手道から確認できるようにする。

。井戸曲輔、 . i'_

東西峰中間に位置する遺構群を保全し、

。帽;~すと課題

O
 

F

つJ

るようにする。

輪、では表土の流出が激しく、盤高の回復が課題である。

な井戸と i平ばれる井二戸が西容りにある。保全状態は良し可。

。南斜面の小曲輪群は、樹木が茂り、分かりづらく、崩壊も進んで、いる。

井戸由輪金景

。整備方向 (図18参照)

-客土により地盤高を回復し、芝

⑥かな井戸を引き続き保全する。

⑤南斜面の小曲輪群を保全する O

⑤小曲輪群とその周囲の中低木

かな井戸

を確保しつつ表面を保護する O

し、曲輸の存在が分かるようにする。
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高天神城跡の特徴の一つである崖が良く確認できる登城路として整備する O また、

崩壊の危険がある三ヶ月井戸を保全する。

。
@天然の聖書:地である高

三ヶ月井戸がある

の特徴の一つである崖が縄国に存在する O

上部樹木の張り出しにより崩壊の危険がある。

崖ny」 井戸

。整備方向 (図18参照)

⑩より崖地の存在が分かるよう、樹木を間伐する。

。三ヶ月井戸上部 の枝払い、相周り補強により、井戸を保全する。
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19 丸ゾーン s三の丸ゾーン遺構整備イメージ図

3
1
1
H
 

υ的
川
ハ
川
川
j
1

ム
パ
什

Hu--1

1
1
1
;
 

」
;
川
川
H
i

h
h
L川
内
H
H
l

可
リ

/
l
i

凡
1
J
J
i

q
o
v
 

v( 

刈

図20 ン遺構整備イメージ図〈望日のJ層曲輪)
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立@重力線整備計画

薗路設定

。当時の遭を

。一般用圏路

O研究用関路

。現状と課題

だけ利用し、安全、快適に遺構を観察できるよう整備する

〔第 3章第2節 2。環境整備構想、 動線整備〕

V 

既存園路を基本仁、西蜂の北 c南層線へのJ1./ート在加え

主に君、斜面の1.1 Jレート

。登城路には追手、揚手、赤根ヶ谷からの 3ルートがある。追手道、揚手道は、

高天神社への参道としても利用されている。

。西の丸に続く馬場からは、犬戻り。猿戻りと呼ばれる尾根道が西へ伸び、林

の谷池に続くハイキングコースとなっている。

く屋l路には本丸、三の丸、西の丸、井戸曲輪の各曲輪内閣路とこ

れらの曲輪を繋ぐ圏路。i昌平道中l震から東西峰の鞍部を繋ぐ園路などがある。

。堂の尾曲輪や西峰南尾根などへの闇路は整備されておらず、遺構を観察する

ことができない。

⑩河野文庫『諸国古城之図~ r遠在高天神J(以下古図)と対照すると、本丸

北東部からの登城路や大地周辺の小曲輪、を巡る城路、西IIi年の南尾根上の城路

などが現在消滅していると推測される。(岡山参照) また、的場曲輪から

大河内石窟への闇路や本丸南西国下段の園陸、より東西尾根の鞍部に至る闇路

などが古図に描かれていないことから、意rrたに付け加えられたものであると

推測される。

O園開設定 (図22参照)

一般開園路

@既存菌路。

@既存圏路の脇にある曲輪(二の丸、的場曲輪、帯曲輪、着到櫓)への進入路。

'当時の築城技術の最高水準で改修された西峰北尾根の曲輪など。

む見晴らしの良い西山幸南尾根。

-古図に見られない酋所は、サインなどによって後に付けられたものであるこ

とを来訪者に伝える。

研究用薗路

・古図に見られる城路を基本とし、本丸東斜面、井戸曲輪~池曲輪~西峰南尾

根、三の丸~伊賀曲輪~着到櫓の 3/1/ートを設ける。

-68 







園路整備

Q当時の還をで吉 色安宝、快適に遇措在観察できる

〔第 3章第2節 2D環境整備構想、

w 

整備する

動線整備〕

O 一般用匿路既存醤路在補修し ι し、盟国Fの需囲気iこのつ

幅広い利用蓄を想定して、必要t.J.箇所!こ捕や手摺りを設ける

ひ研究用闇路 下草刈りによって、国間位置を一

田恒--島】ーー=ロロー-----~---~-~--町占---司自由----~--~~------------何回ー-----_.~四- -叩句-- - - -田園田=

心理:1犬と課題

園路

手道は、入り口付近は砂利敷き、中頃からコンクリート製の階段となって

し可る。

ゅ井戸、曲 コンクリート製の階段となっている。

は舗装されておらず、階

⑪溺手道を除いてイ器はなく、雨水によっ

きづらくなっている箇所もある。

け地など危険な個所には擁ニ木(コンクリート製)の柵が設け

る箇所でも設置されてし 1ないところもある O

損している箇所もある。

。高低差が非常にプてきく、高齢者にとっては利用しづらいと

⑩新たに一般用属路ーとして位置づけた部分の圏路整備

研究開

いる。

露出する

る

、骨骨が破

〆ζ!0 

る。

'当時の;民主路を基本として

どこにあるのか分からなし

いるが、現在位照さ

あるC

し1なし百ため、 j萱

H~手選 追手選
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。整備万向 〈

園路

擬フ!てを利用しJ三階段

トでは、樹木を伐採し、国路空間を確保する。

し1る部分、は客土を行い、歩き易さの確保:と木の根の保護

o
 

v
叶

/

@園路、山側

→(r4。施設整備計画

。闇路舗装は

、~

-
4己)0

参照〉

など史跡の雰囲気トーめつ めある舗装を基本とす

る。

⑩必要と思われる箇所に柵を設置する。

る。園路幅に余裕がある場合は、ツツ

るo

a 匂な登り

研究用圏路

ものが使用できる場合は補修す

ど低:木を植樹し、柵の代わりとす

、必要と思われる箇所に手摺りを設ける。

白古図に基づくおおよその位置の下草刈りを行い、国路

る)
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ご一〉
ιd 

'I(f 

心インフォメーション 同盟域口に設置し、械の概要を展示によって低える

心叶イソ 間内主主主事:存停'った対かりやすい廿ィンを設置する

とし、大芭〈はりす吉もないようデザイ、

あ情報系:整備計画

o インフオメーショ二人

。ブゴイドマップ 国間!こ

↑こっ、円
、[ .，ノ 体系的広情報提供を

2. 環境整備構想 情報系整備〕

--句。~-<_.~~~-山自白河'"--白"ー-----------------------'.-・---

の情報提供?を行う

。 題

椀

課

o 100手門

⑬困

2つ、邑手門)...

ト t〆 し可。

1 され し、る ο

-掲手門の 2つむ

遺構解説サイン
。

吋

F
U

り、J 古いものが大半。 いるものもある。

凶国 (' ;;\ ~l'~ )，い Jゴ C~ 1 
\コメ'~，，" ~'---' !~;。

南天神城年表。城砦図

i遺罷尉1楕苦名:湘団出l巾十叩:コj冒イタ
σ 井木て製、柱状のものが設置さ

雪:構解説サ..{ンとともに設置さ

ヘJ
.-β 

〔ηも[刀

眺望サイ ~~，l

いるものもある c

した大型解説板 JJC 
し、る。

、倒れて。いるものもある。

いるものを、あるが、必要なし 1と思 戸、
ω 。

の向を之氏したものが設置されている。

モー

。;危険個所ーでの注意やマナー

H転手門にある総合サイン

るサインが設置されている O

柱状の遺構名怖サイン

マ7一



O整備方向 (表4・5、図24参照)

インフォメーション

-新たに城郭全体に関わる情報提供を行うインフォメーション施設を設ける。

・展示スペースを設け、ガイドマップの配布、発掘調査による遺物の展示、城

の歴史・縄張りを伝える展示(例 パネル、模型、ビデオ)を行う。

-施設は城跡の雰囲気にあったデザインとする。

-追手、揚手の両登城口にインフォメーション施設を設ける。

サイン

-サインの体系は総合案内サイン、遺構解説サイン、遺構名称サイン、誘導サ

イン、眺望サイン、行動規制サインの 6種類とする。

・一般用園路との関係で、設置位置を考える 0

.図や写真を利用した分かりやすいものとする。

-山城の雰囲気を壊さないよう、木や石(擬木、擬石含む)など、周囲の自然

に調和する素材を使用する。

-サインは必要以上に目立つ必要はないため、周囲の景観を害さぬよう、大き

くなりすぎないよう注意する。

-地下遺構に影響を及ぼしかねない基礎の深いものは避ける。

ガイドマップ

-史跡の解説だけでなく、植物や野鳥など自然についても解説したガイドマッ

プを作成し、インフォメーションで配布する。

。。
円

i



表4 サイン種別整備計画表

サイン種別 設置位置、表記内容

総合案内板 設置位置 -城跡の出入り口付近

追手門、揚手門

表記内容 -城跡の略図

園路、遺構(曲輪、土塁、堀など)、便益施設(駐車場、

トイレ、インフォメーション、水場、休憩施設など)

神社関連施設、観察ルートと所要時間

-注意事項

留意事項 -略図は位置関係を正確に記す

-追手門側は、駐車場正面の壁面の利用が考えられる

遺構解説 設置位置 -園路沿いの主な曲輪、問、いわれのある遺構など

サイン 本丸、御前曲輪、二の丸、二の丸、

井戸曲輪(かな井戸)、馬場、堂の尾曲輪、大河内石窟、

、追手道(伝追手門礎石)、揚手門(ニヶ月井戸)

表記内容 -遺構の機能、名の由来など

6 文と図・写真による遺構解説

遺構名称 設霞位置 -闇路沿いの主な土塁、堀切、竪堀、柱穴

表記内容 -名称とごく簡単な解説

誘導サイン 設置位置 -園路の分岐点

表記内容 -遺構、便益施設などの方向・距離

-簡単な地図を添付

-観察ノレートに関する情報

眺望サイン 設置位置 -主な眺望点

本丸、二の丸、堂の尾曲輪、馬場

表記内容 -視対象の名称と方向

-図で表現

行動規制 設置位置 -必要に応じ、最小限設置

サイン 表記内容 -立ち入り禁止など

Q
U
 

司

4



表5 ゾーン別サイン整備計画

士日記三ELZE;-

三の)lL

@追手道

. -の他 竪1駐i

行動規制ザインは適宜設置
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.施設重量j繭計園

4
l
i
 

〆叶
R
0
1
、

ー--- 嶋崎開--四四百ー-~----司~ - - - -句凶制-----~<~<-叩 _~~O____ 叫 りー.何回岨目恒司尻町司副司

。子供から高齢者まで幅広し1利用者の多様な利用を想定する

つ設置に当;三つてはj童橋前;IJ]宗主;任第一に寄

3章第2節 2.

"1' 
O EE肺門にトイレや凹阿は増設世ず、現在のもの

心土り下りのき幸吉正事えベンチ在増設す器。見輔らし

のj百豊岡口にも連絡施設がおり¥飲料水ともの醸売を

施設整備〕

して利用す

いところにも設置す

休憩所在詩置す吾

~. - -曲目 旬 。回目明暗-- --目的~"，.-----回目色'-------回目白山即日噛------団司- - .申肺鮎------由咽田町ー伊-- - - -叩山由回向胸 ωω-- -回目~-------

トーイ L!

仁P

e 現在、使用できるトイレは両査捕仁I(追手門側

)と、三の丸内、東西峰鞍部南側にある 4

捕手門倒

e 阿駐車場 るもの

dヲ土
a.，.lo 

きし ¥σ

む三の丸、東西峰鞍部

りよく

トイ t.'
、

、/F
仏、、

い.('， Jと， 0 

:tô~子側駐車場内トイレ トイレ

。盤備方向 (表 6、

-遺構保存の:観yF.より、 ト/1'1/の史跡内での増設

lf来訪者、は:増えるが=入城省、に対して入域前のト

よって促すごとで対応する。

-三の丸と東西峰鞍都南(聞のトイレは補修

い。史跡の整備

レ利用をサインなどに

、照明を設置し、メ、

ニユ--~~~、〆吋
ノ町、

ノノザ F

J←一、1

~O 

円。。δ



②駐車場

O現状と課題

・追手門側と揚手門側のそれぞれに駐車場(舗装)が整備されている。

・揚手門側の駐車場は規模も大きく、観光パスなど大型車両の駐車も可能であ

る。

・将来の観光パスなどによる来訪者の利用を考えると、一方の登城口から登り、

もう一方に降りることができればより便利であり、両登城口に大型車両駐車

可能な駐車場が整備されていることが望ましい。

追手門側駐車場 t~~手門側駐車場

O整備方向 (表6、図25参照)

-城跡東に計画されている幹線道路の具体化に伴い、追手門側でも観光ノ〈スな

ど大型車両が駐車できる駐車場の整備を検討する。

③休憩施設

O現状と課題

・三の丸と井戸曲輪、馬場に四阿がある。三の丸の四阿は大きく、曲輪の中央

部にあるため遺構との関係に問題がある。

-本丸をはじめ、数カ所にベンチが設置されている。整備が進めば子供から高

齢者まで幅広い年齢層の利用が想定されるが、高低差の割にベンチが少ない0

・本丸と三の丸、井戸曲輪、西の丸に水飲場が設置されている。

・電話などの連絡施設や飲み物のサービスが現在ない。来訪者にとっては望ま

れる施設である。

三の丸の四阿 井戸曲輸の四阿
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馬場の四阿 井戸曲輸の水飲場

O整備方向 (表 6、図25参照)

-遺構保存の観点より、深い基礎を必要とする四阿の増設はしない。

-三の丸の四阿は、発掘調査時に撤去し、調査結果を得て設置を検討する。

-跳望点にベンチを設置する。また、上り下りが激しいので、登城路や各曲輸

にも設置する。木や擬木、石など、周囲の自然と調和する素材を使用する 0

・水飲場は現在のものを維持し、利用する。

・インフォメーション施設と一体に、両登城口に電話、飲料水の自動販売機を

備えた休憩所を設置する。地元の参加が可能な場合は、物販や飲食サービス

の可能性を検討する。

・ゴミ箱は駐車場に設置し、下山後にゴミを捨てるよう来訪者に促す。
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表6 便益施設整備計画表

西峰

エン 追手エントランス

@駐車場整備

ゴミ箱の設置

一一一 一一一一一
搬手エントラン川・駐車場東 !の体憩施設の設置

| 併設)

@トイ J/の維持
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給担く)施設

OJ也:形や遺構在保全すξ;排水施設の充実在図る

〔第 3章第2節 :2.環境整備構想 (4)施設整備〕

'%/' 

;{)給水 給水嵩霜出問所在どを補惜し九現在的系統を維持する

。排水 主要I~C由輪や圏胞に開潜在設け九雨水1在住ハ'，~導ぐl

①粕水施設

。現状と課題

@現在、の

'.高架水槽から

した阻雪?に

Q 園路の表土流

心。

む盤情7吉岡

広〉

'トイ 1/や水部;:場、散水松などの

し に7k

西の丸方面へと

いる。

り、;哩

¥コ町巴吊: 、" りも遣1脊との

し〉:亡し¥(7) 

v ') g.~ 

国 にJ型

問題

む給水管は闇路整備の L.." 欝出している

め戻す。

同本丸の に移設できない る

(岳排水施設

。現状と課題

は捌手道阿の伊1.11滑と、「り

る程度で、雨水のくは表土

させ、余りを;岳山、韓く

曲輸の南斜面 :コ1]，ゲー

り
'"' '_11-0ーャh

[~:{J民いし 1，、る。

.::J 。

白山 高めて、一度に雨水 ないような配慮も必要である。

o整備方向 (図2'7参照)

。雨水は主要曲;輪や匿1路に側溝を設け、浸透性のある り

よって谷へ導く。

-園路では基本的に山畑!に側溝

路〈山{Wlへ不勾配を設ける)の雨水

乞曲輸や園路、法百の'i呆;}く力の向ょを図る c

ら自

i~O 

→〈「〕.遺構整備計百 r2 .雲o線整慌計画」

@デザインは史跡の雰囲気を;壊さなし、ょう石材

に流下しでぐる雨誌、と、!罰

i50修景整備計画」参照)

の自然素材や模木を使用し

ものと誤解されないようりすることが考えられる O ただし、昔からわっ

注意する。

一回一



(3) 電気髄設

。来訪蓄が安全に下山で苦る必要最小限の設備と

〔第 3章第2節 2。環境整備構想 (4)施設整備〕

V 

。既!こ主撃な園路に照明が設置されてい 闇路照明の増設 ない

------咽ー------------ー同ー四戸 E 明白国司-.-ー回---叩 E 四憎回目白--四国----園田------日-~---~-----四国ー司自 由司---司--四------

。 課題

に沿って、照明柱が約30mおきに設置されている O

-配電の/レートは、 1ß~手道より東西峰鞍部で分岐し、一方は西の丸に至り、一

方は本丸、三の丸を経て追手門に至っている。両登城口から、山上の主要な

遺、構ーまで照明が設置されている。

@山Jこのトイレに照明がなく、利用しづらい。

O整備方向 (図28参照)

@新たに園路整備される もあるが、城跡の雰囲気や遺構の保全などを考麗

すると、既に主要な園路には照明が設置されているため、これ以上の増設は

行わない。

@トイレに配電し、照明を設置する。

@ケーブ;1/は現在架線で、あるが、園路下を利用した地中埋設も考えられる。
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景整備計画

地形保全

。1由形の保全のため、樹木の管理を行う

〔第 3章第2節 2，環境整備構想 修景整備〕

w 
()良好な拡床形成のための密度管理や倒沖"の危険性のああ樹木へ対処す

①地形保全

。現状と課題

生い る林床によって、地盤は安定する。しかし、このように良好な

されていない笥所が多い。原因として常緑広葉樹が主となる賠葉

;土、太陽光が枝葉に遮られ、林床に履かないため、下草が育ちにくい

ことや、常緑広葉樹の葉は落ちてもj商りにくく、降雨によって流されや寸い

ため、下車が育 wつ有効土層が形成されにくいことがあげられる。

の高木のうち河本かは、根周りの状態が悪く、倒木の可能性が高い。ま

た、マツ嘘い虫の被害を受け、立ち枯れになっている木もある。

e タケが領域を伸ばじている箇所(楊手道中腹西斜面も西峰南尾根東斜面)

り、樹相が変わってしまったり、遺構に影響を及ぼしかねない。

。整備方向 (図29参照1

いや、樹木の伐採によって林床に太陽光が届くよう密度管理をし、下草

の坐育を促す。

@瀦葉土層の形成に貢献する落葉樹の育成を図る。(既存樹の生育を促したり、

植樹する。〉

(7) の高い樹木を把握し、根周 1)
、

、、uuvν を行う O

7参照)

・タケを伐採し、領域の拡大を

表ア 倒木の可能性の高し (候補〉と処置方法

一品 j 箇所 7 5 方法一コ
クパメガシ 揚手道中腹両側 | 校払い

スギ 誠手道中腹

マツ(枯れ木) 追手道中腹 伐採

スギ(枯れ木〉 大河内石窟前方

リョワブ 揚手道終点 1支払い・;恨周り補強

ウパメガシ 一ヶ月井戸土部 い。;恨周り補強
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植栽整備

。四季折々の悲化在楽し

O史跡折、!こ 、サゴ7

ょう潤出

3章 2

v 
1:.-"、既存の轟用植対l任

ワ 修景整櫛〕

。ι間引すと課題

曲輸にごE芝

場にウメ、三の丸にツ

@町捻合整備計画に記さ

調川

松
山 -"，'''1fグヲ罵

入 ....J日」一

ノケに見られる。

三山づくり事業』で、はウメ るとさ*"Lてし九る。

。整備方向 (図

内に観賞の

となる入り口

⑪ 1頭手道でi土、モミ

の植;樹 うこと ましし、こと亡し、広}

フO

恥カ さ ぃεので、周り
、T
Q 。

た、

固めら いよう、周辺にJ情 るカヘ

し。ようにする。

。三の 吋

c，，;' 0 

ザ 、L

Q 。ま

7 

，.._- りにツ もある。

デT
一

力 馬場のり
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罰 事室長計画

i整備只ケジューjレ〉

α整備に醸して、

。発掘調査は整備効鼎の

O ftHF13のイ!日生(設

iすっ

は応急処置を摘す

01置構があるにもかかわらず¥指控:つら外れている昔日:サは早急に追加指定を行う

O園田や七トインの霊童備は呂ゾーンの整備時!こ仔いっ謹があれば暫定整備在行う

心高天神城怖のJ閉山嶺~~遣を維持する手だてをで古るだi寸早く

。関連史跡の調査や保全 ωj百四の挽討を高i天神j;\J~僻の盤備に引

〈事諜手法〉

り国!黒の補助事車重量程:牲に整備を

心地1~~Z巻善加在阻り

3章第3臨監i備の進S:l万]

可F

o 

保存置I型区:廿，の追加指定

ゾー¥j 脱出:見掘嗣畠 a

色ゾーと}(J，:世:幡市確認調査:在日う

園陥 t~J:どの暫定鰹備行う

O 

一UL
4
J
t
t
 

山畑一
間
川
市
一

間
あ
〔
正

副

酋

定

の

也
臼

J
4

キ
十
J

h

市

J
t
d加

f

f

J

1

4

7

』

q
d

f
明

l

ω

/

過

サ

国
在
}

備w
u
E
 

X
L
 

一コ仙

一
『

J

砕
け

F
Y川
J

U

E

二
九
「
』

百
恨の

j
ノ

してインコ
、、

-コノニi~， '休憩所在整備する

。:展開
~~司、 1

伊~， いて、引き続き発描調査'. s鰹備を仔う

lJ(3年鹿~7年度程度:)

。i昌加?旨定
@保存管理

亡、てし"る

定地ではあるが、J Aと同等の遺構が極めて良好

は、土地所有者の敢誌を得て、史跡としての追加指定を行う。

。 の聾慌

⑩二u
h 

し/..... 1 

る。こにH丸 はf古田

の出土も知る上で重要
。

丈一

ω
による キス

C'ミJ。
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⑩発掘調査後、基本設計、実描設計 土塁。堀などの復元、題路や雨水排

水設備の整備、サインの設置を行う O 柱穴など建築物などの遺構が出てきた

場合は、別途復元までの芋)1院やスケジュー/レを立て、実行する。(他の

ンの整備でも同様)

@本格的な発掘調査にとりかかる前に、各ゾーンの遺構確認調査を行う。

⑪二の丸ゾーンの発掘調査が終わり次第、本丸ゾーンの発掘調査に取りかかる。

高天神城跡の主郭であり、地上構造物の遺構などの成果が期待される。

。園路や雨水排水施設など緊急に整備が必要な箇所の暫定整備を行う。

e 三の丸と東西峰鞍部南側!のトイレを補修し、照明を設置する。

@発掘調査や整備のための資材・機材などの搬入i略を確保する。位置や方法に

関しては、遺構に影響を与えず、目立たないものを設置する。

。地形保全に関わる整備

⑩地形保全のための樹木の照度管理を開始する。

。倒木の可能性の高い樹木や斜面崩壊の危険がある箇所などを調査把握し、

急対策をたて、実施する 0

0事業手法

。発掘調査にあたっては、地域の方の参加協力を得る。また、発掘現場の見学

会や説明会を行う。(他のゾーンの整備でも同様)

。遺構確認調査は国@県の補助事業を活用する。

②中期整備ユケジューjレ(8rv12年度程度)

。土地の公有化

@追加指定を行った部分については、公有化を図る 0

0遺構などの整備

本:丸ゾーンの設計。整備に取りかかる。

⑩本丸ゾーンの発掘調査が終わり次第、三の丸ゾーンの発掘調査に取りかかる O

追手道を出御するプランに特徴のある箇所であるの

a 三の丸ゾーンの発掘調査が終わり次第、井戸曲輪ゾーンの発掘調査に取りか

かる。

。サイン、インフォメーション⑪休憩所の整備

⑪遺構名称サインや遺構解説サインなど、サインの暫定整備を行う。

・一通り園路が整備され、発掘調査による遺物なども揃ってくると思われる時

期に、インフォメーション。休憩所を整備する。

O植栽整備

@駐車場付近のウメ、サクラなどの植樹を行う 0

0事業手法

。インフォメーション整備などに、国⑨県の補助事業の適用を目指す。

⑮長期整備スケジューJレ(13年度程度以降〉

。i量構の整備

-未実施の各ゾーンについて、引き続き発掘調査。設計@整備を行う。

つれ剖
内

U
4
H
A
 





「
i
j

官理運営言十回性空
維持管理

吋自壊の積種的な参加による嘗理運営を行う 〔第 3章 第4節 管理運営方針J1 

v 
o遺構や施設の点検、清掃、植栽の憧理を行う

o眺望確保、林j未の形成、樹木の未然防止どを目的とした樹林の嘗理在行う

処置を講し、適宜必要。復元した遺構などの状態や、地形の状態を定期的に

じる。また、大雨後などは臨時に点検する。

フ。日常的@トイレ清掃、ゴミ

施設点検

ン、ベンチ、園路、電気

し1

し、適宜必要な処置を講じる。定期

響理人

させる。うため、管理人F 
ιーは、遺物の展示ンアオメーション

。林床に太暁光が届くよう、定期的に高木の欝定を行う。(林床照度管理) ま!'--， 

落ち葉の堆積が多い箇所では落ち葉掻きを行うなど、下車、が生い茂る状態となる

までは、こまめな管理が必要となる O なお、定期的に監視し、倒木や法面崩壊の

前兆、タケの勢力拡大がみられた場合i士、伐採など適宜必要な処置を講じる。

曲輪や土塁@堀、研究用圏路

@曲輪や土塁。堀、研究用闇路の芝刈り、草刈りや落ち葉掻きを定期的に行う。

眺望点、産地

@眺望確保や崖地を見ることができるよう、定期的

観費用植栽

@モミジ@カエデ、ウメ、ツツ

など一般的な管理に準じて行う O

現場で確認しつつ暫定を行う。

どの観賞用の樹木は、欝定、施JiEヤマザクラ

④嘗理体制

。地域の方への委託など、地域の参加を得ながら管理を行う。
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管理濃営方針:1

20 i堅官

oPRや学習のための緬簡を行い、史跡の活用在図

。地域的横碩的也事加による智理運圏在行う

〔第 3章 4 

wv 
ーショこんの活用や岡田の学習の:携を過して

。六砦やイ自の市町制の里跡ドとも関連づけて、 PR 

O周辺市町村の城跡管理主-j:本との協力体制Ji任整え活用す

α田[fと地元組織との協議金どにより浬圏内習を

も- -司叩--由国ー四叩--町園田町恒国司------同------'

ロ)教育⑮普及

@発掘調査 、調査⑩

jラ

の情報伝達をインアォメーションぴ〉

にて行う。

e 生握学習の場、小

る歴史教育を行う。

の社会教育の場 L、

ランアイ よる の案内を行う。ま ランケイ

@PR~ イベント

園高天神械(i!Jl:の PRパンアレット

周辺市町村も合め

r 、
宍:;})J 0 

る。

紹介する。

高 闘す

Q フ。

。j司 と相互に協力

用、ずる c

的な展開も視野に入れる。

、PI(~ ⑨イベントられる

更益施設運曽

⑩インフォメーションに併設が望まれる飲食施設、売ほの実現

分。

④運営体制

"と地元組織との

協力を得ながら

内においても、関

り、運営内容を協議、実行すと

フO

けるける
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ーの協力

、地元の積極的

を図る。



民??三正三二二二二三j

平成10年、基本整備計画の検討作業のさ中、いよいよ堂の尾曲輪より高天神城

跡の発掘調査が開始された。急峻な山域の発掘作業は予想以上iこ毘難であっ

しかし、地域住民の発掘作業への協力によって、堂の尾曲輪の土塁や西斜面の堀

@土塁の非常に険しい形、状、建物の存在を示唆する柱穴など武田方により改修さ

れたと思われる遺構群が確認され、それとともにその防御システムが徐々に明ら

になってきた。当時の合戦の様子が穏ばれると同時に、改めて高天神城跡が貴

重な城跡であり、今後の調査、保存、整備が重要であることがより強く認識さ

られた。

さて、平成 7年度に高天神城跡保存管理計画が策定され、高天神:嫡断の保存@

整構の第一歩が踏み出された。平成 8年度には基本整備計画策定委員会が設置さ

れ、平成10年度までの 3カ年に計 7回の委員会を開催し、上述したように、

の調査、保存、整備や地域との関わりなどの重要性を認識し、これらを積極的に

図って行くことを基本方針とした前章までの基本整備計闘が策定され

この計画におし、て南天神城跡の整備は非常に長期になることが示されている。

この間には周辺開発や財政状況、関係者との調整など整備を取り巻く環境が様々

に変化するであろう O また、今後の発掘作業によって、新たな遺構が発見さ

、それにそった復元などの検討が必要となる。このように基本計画に基づく

備の推進にあたり、様々な課題が浮かび上がってくることが予想されるが、この

基本整備計画を指針として、地域住民の大きな協力のもと、大東町文J~21世紀に残

す貴重な文化遺産として、着実に、力強く、この高天神域跡の調査・整備が推進

さオzること したし九。

史跡高天神城跡基本整繍計画策 委員長山下晃

巧

tO
 

4
1ム



-jjz 
①;去薗d保護

。現地植生涯活用した法面保護工関!

日二二Eコ下す17っこ」」
! O~長り付-:-}-工 ~C 芝張ぞ工と同様に、施工地付近の草を|幅使用する地被類の種類は、常緑また 1
唱 q はぎ取って張り付:)る。 I は根系がしうかり土を押さえるもの l

u 事法面を凹凸に仕上げ、その上に客土| が望ましい。
l し前面に張り付け網で押さえる。 I蜘最低限、施肥は欠かさないようにす

る
⑪f去の角度は 350 以下が望ましいo ! 

Oソダ伏工 日〉周辺の植物の種が法面に落ちた際、雨|ゅ大量の枝条を集める
などで流れてしまわないように、樹木 i 人手がかかる。
の校を敷き詰め苗床として利用する。 I~法の角度は 4 50 以下が望ましい。
申樹木の枝(わら等)をY:f;面に敷き詰
め、針金@棒 9 縞などで押さえる。

ゅ枝問に種子が引っかかりやすく、
壌湿度も良く保つことから発芽しや
すい。

10植生筋工 10法面に植物を植え付け、導入したい現 j酔短期間での成功が望めないため、導
工 ! :地植物を法屑に植える。 入する植物は多年草であることが望

骨法面に穴を掘り、植物を筋状・又は i ましい。
単一で植え付け定着させる。(ネッ j咽法の角度は450 以下が望ましい。

トを張ると一層良い
ゅ植え付けた革の間に余剰があること
から、導入する植物の種子が引っか
かり、発芽しやすくなる。

一…一-3F石口こい現組長通える |ゅ勾配万五時7百二五百では降雨 j

0網張り工

、法面に植生工を行わず、編欄・絹| 日寺の土砂により施工した編欄が崩壊
で押さえ、現地植生が自然に発生す 1 する時れがあるため利用できない。

1 るのを持つ。
H 酌編欄 e 網。マルチング等で法面の

をおさえ、植物が発生でき
をつくる。

き上がら
り付け、現地植生が自然発生するのを! ない。

待つ。 I
唖やや太めのロープでできた目の細か|
い網を使用し、しっかりと法面に匝 4

定する。
。ロープの固に種子が引っかかり発芽
しやすくなる。

。種子吹き付 '0ガン又はポンプを使用し種子等を法面 1和プ(1:/使用 :i去の角度は 6 。以下

ゆポンプ使用 :t去の角度は450 以下 l

骨縁化速度は、播種量が多い方が早、い

け工 j に吹き付ける。

し一

曲吹き付け後、種子の厚さと同程度の

厚さの士で覆土し、軽く鎮圧する。
噛一度に広範囲で均一な施工ができる H

ムトペ¥
自己j

が小規模な場合は手捲きも可

-108 

が、個体問が密になりすぎ

くなる事もある。
ゅソダ伏工や網張り工等と組み合わせ

て利用することも可能。

出典:緑地と環境縁化計画



去面櫨主主工事考写真
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②遺構整備
O土塁整備方法

<既存高木+地被類(現地植生) > 

0土塁の形状を見やすくするために、

中低木を伐採撤去し、高木と地被

類のみにする。

保

全

<地被類(現地植生) > 

0土塁の形状を明確にするため、現

地植生の内、高木・中低木を伐採

撤去し地被類のみにする。

<芝張り>

O土塁の形状及び位置を明確にする

ため、現地植生を全て伐採撤去し、

芝張りを行う。

<土固め>

O土塁本来の形成方法による復元を

行う。

復

元 1<現地植生地被植物又は芝張り>

，.......10土固め後、形状を維持させるため

盛 i に地被植物による盛り土面保護を

りi 行う。

土
、句"〆

<低木により高さを表現>

0盛り土を行わず、低木を植樹し、

復元した際の高さを表現する。
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。堀整備方法

「マ?罰り>

，0堀の位置を分かり易くするために、

現地植生は全て残した状態で、堀，

一切

lf 

く既存高木+地被類(現地植生>

!堀の形:防見や刊するために

h 中抵木を伐採撤去し、高木と地被

類のみにする G

〆戸、、

く既存高木ト低木>

O切り土を行わず、法肩に低木を植

J樹し、復元した際の高さを表現す

るO

マ-
1
ム

叶

l
A

一寸



。遺構整備著書考写真

〈土塁〉 盛り }
J
 

」
1
内c

 

中蹴〉

( j屈〉

〈柱穴:-( :山中柄引

内
/
副

寸

a
A

咽

i

待ち、 ことによ



〈雲閣

o国間材比較表:

L…一一一

の

し

」

汁

の

苦

も

った協の

。土系i

の万有IT しい。

O土
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0参考冨路標準断面図

し擬木板による土留め

0側溝整備参考写真

通常のU字型側溝を設けた場合 山側に設けられた側溝(参考写真:山中城)

周辺植生で覆うことにより違和感をなくす。

(参考写真:山中城)
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コンフリート洗出L皿状の側溝

;苛児公園)

箇E蓄を横断させる誘水路に木材を醍陪

(磐巷写真:足自由域〉

(参考写真;
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④サイン整備

0サイン参考写真

0サインの参考形態函

馬場跡

誘導サイン 遺構名称サイン

po 
唱

i

自然素材を利用したサイン

石に陶板をはめ込む

(参考写真:足助域)

遺構説明サイン 総合案内サイン
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